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当 面 の 課 題 （ 制 度 関 係 ） 

 

課  題 対  応 

１．被災者支援に係るメニューの充実 

① 住まいの確保・改善 
  

○ 緊急的に行われているブルーシートの展張について、災

害救助としての実施を可能とすべきでないか。 

○ ブルーシートの展張以外の災害救助として行うべき緊急

的な措置についても検討する必要があるのではないか。 

○ 令和５年度から、災害によって屋根等に被害を受けた住居に対

するブルーシートの展張等を緊急的に措置するための支援を救

助の対象とした。          【告示、事務取扱要領】 

② その他 
 

○ 地域防災計画の記載事項の 1つとして、「被災者支援」を

位置付けるなど、平時から、災害時の被災者支援の準備を

進めるための仕組みが必要ではないか。 

ただし、小規模な市町村では平時の通常業務でも職員数

が必ずしも十分ではない状況も想定されるため、国・都道

府県・市町村間の応援、自治体内部局間の連携、 民間団

体との連携によって被災者支援が適切に実施可能になるよ

う、自治体の実情に配慮が必要ではないか。 

○ 令和５年度の防災基本計画の改定において、災害ケースマネ

ジメントの取組を記載し、位置づけを明確化するとともに、地

域防災計画等への位置付けについて、災害ケースマネジメント

の手引書において記載。             【手引書】 

○ 令和５年３月に災害ケースマネジメントの平時の取組状況に

ついて全都道府県・全市町村を対象とした調査を実施し、地域

防災計画等への災害ケースマネジメントの位置付けている市町

村の割合など調査結果について公表。                  

調査の結果については、後年度の説明会でも活用。 

【説明会、Ｒ６予算 ７百万円】 
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○ 適切に災害救助法に基づく救助が行われるよう、市町村

から都道府県に対して法の適用を促せる制度が必要では

ないか。 

○ これまでも、国から都道府県等に対し、市町村の被害状況等の

確認を行いつつ、国として知り得た市町村や他県の状況を伝える

ことなどを通じて、法適用について必要な助言を行っている。 

加えて、令和５年度に、４号基準に基づく適用を積極的に検討

すべきと考えられる場合を整理した事務連絡を発出し、周知を行

っている。        

【説明会、事務取扱要領、災害対応】 

○ 被災高齢者等把握事業を躊躇なく活用いただくため、こ

れまでの制度の活用実績、事業利用に当たり考慮すべき事

務負担量や報告義務の有無等を市町村に対してしっかり

と周知すべきではないか。 

併せて、補助率についても見直しが必要ではないか。 

○ 災害救助法が適用された自治体が生じた際に、被災自治体だけ

ではなく全自治体に対して本事業の周知を行い、事業の利用の促

進を図っているところ。 

【メール【周知】被災高齢者等把握事業について】 

○ 各自治体において本事業の利用が進むよう、本事業の活用事例

を収集し、事業の実施に当たっての留意点等を整理の上で、各自

治体に対し情報提供を行ってまいりたい。 

○ なお、本事業は全体の限られた予算額の中で執行する必要があ

り、補助率に関しては他の災害施策の取り扱いも踏まえて考える

必要がある。        【Ｒ６当初予算 2,333百万円】 

○ 被災者見守り・相談支援等事業について、自治体におい

て、財政面や手続き面での負担があり、活用に躊躇がある

と考えるが、国として更なるサポートが必要ではないか。 

 

○ 現在、内閣府防災と連携し、応急仮設住宅の供与等の情報を速

やかに得ることとしており、情報が得られた際には速やかに該当

自治体の担当者に対し、厚労省から直接連絡し事業内容や他都市

の活用事例などについて説明をするようにしている。 

○ なお、併せて、財政面の措置としては、国庫補助のみならず、

地方負担分の大部分は特別交付税の措置がされることについて

もお伝えしているところであり、引き続き、こうした対応を徹底
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することにより、自治体をサポートして参りたい。 

【実施要綱（説明）、Ｒ６当初予算 822百万円】 

２．被災者支援に係る体制の構築・強化 

① 被災者支援におけるコーディネーションの強化 

 

○ 官民が連携した被災者支援体制及びその活動（情報共有

会議等）の枠組みを参照し、民間の柔軟な活動を妨げるこ

とがないよう考慮しつつ、それを制度化・活性化すること

により、各地域においてより一層官民が連携した被災者支

援を強化してはどうか。 

○ 都道府県や市町村に対し、それぞれの地域防災計画において官

民の役割分担等について明記するよう促すなど、各地域における

官民連携による被災者支援の強化を図る。 

 【防災計画】 

○ 社会福祉協議会や NPO 等の民間団体がつくるネットワー

クや災害中間支援組織によるコーディネーションが被災者

支援に大きな力となっている一方、その活動は 見えにく

く、寄付等が集まりにくい現状があり、平時からの活動維

持に係る財政的な課題が大きいことから、ネットワークや

災害中間支援組織の育成、整備に向けた仕組みや支援が必

要ではないか。 

具体的には、上記のような官民が連携した被災者支援体

制を構築し、その体制が、災害時の情報共有会議や包括的

な被災者支援の拠点として機能する被災者支援センター

を支えることができるような仕組みを考えてはどうか。ま

た、上記のネットワークや中間支援組織の基盤を整備し、

官民が連携した被災者支援体制を 構築するための財政

的支援が必要ではないか。 

○ 令和５年度予算案より、 

・官民連携による被災者支援の体制整備に向けた都道府県でのモ

デル事業、 

・近年の被災者支援や災害中間支援組織の役割等に関する実態調

査 

等を盛り込んでおり、これらの取組で得た知見・ノウハウ等につ

いて横展開を図ることにより、官民が連携した被災者支援の取組

の後押しを図る。         

【Ｒ６当初予算 35百万円】 

 




